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はじめに 

IT（情報技術）化やグローバル化などにより、昨今、ビジネスを取り巻く環境が世界的規模で大きな変化

を遂げつつある。また、日本国内に目を向けると、我が国は、生産年齢人口の減少といった社会課題を抱え

る中、GDP（国内総生産）の維持という大きなテーマと向かい合っている。このようなビジネス環境変化への

対応方法の一つとして、日本政府は、企業の海外進出戦略を、金融をはじめとした支援制度とともに後押し

している。これにより、日本企業の海外進出の加速が期待されるとともに、各企業は、国際競争力、変化に

対応する柔軟性や多種・多様かつ複雑化するリスクへの対応力を従来にも増して強く求められるようになっ

ている。企業価値の持続的な向上といった観点からも、企業のリスクマネジメント体制の強化は、規模の大

小に関わらず、今後の企業経営において、ますます重要な要素となってくるだろう。 

本稿では、今後加速が期待される企業のグローバル化の中で、日本企業が向き合うべき各種リスクの中で

も、重要性を増している日本国内・海外の企業間商取引におけるリスクについて概観する。特に、国内外の

物品販売やサービス提供などに伴って発生する、販売先・サービス提供先からの代金債権の回収にかかる与

信(クレジット)リスク1（以下「与信リスク」）を取り上げ、当該リスクのマネジメントの必要性を述べる。 

（なお、海外との取引における与信リスクを論じる場合、国内取引の場合と異なる特徴があることに留意

しなければならない。また、海外の取引については、取引先の所在国のカントリーリスク2も勘案する必要が

ある。したがって、海外取引については、国内取引とのリスクの違いを理解する必要がある。本稿では「与

信リスク」と「リスクマネジメント」の基本的な事項を整理することに留め、海外の取引にかかるリスクな

どについては、次号で触れる。） 

1. 企業のリスクマネジメントとリスクへの意識 

1.1. グローバル社会におけるビジネスリスクとリスクマネジメントの必要性 

企業を取り巻くリスクの種類、脅威および規模は、業種、業態、企業規模、活動地域さらには、企業の個

別性、たとえば、社風や会社の歴史などによっても異なる。また、リスクは、人事、労務、経理・財務、法

                              
1 本稿における与信リスクの定義は、2.1 で説明する。 
2 カントリーリスクには様々な定義があるが。本稿では、カントリーリスクを、「海外投融資や貿易をする場合に、投資

国や貿易の相手国の政治的・経済的状況に起因して、損失が発生するリスク」と定義する。 
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務、営業など、企業活動のあらゆる部門に存在する。特に昨今は、企業のガバナンス強化や企業の社会的責

任の観点が加わり、企業のリスクマネジメント体制の強化が世界的な潮流となっているといっても過言では

ない。一方で、企業、特に中小企業においては、人的資源や資金の不足など様々な事情から、リスクに対す

るマネジメント体制の充実に向けた課題はまだまだ多い。しかし、昨今のグローバル化の潮流からみた場合、

中小企業はリスク対策を講じなくても良いかと言えば、決してそうではない。さらに、中小企業は我が国の

地域経済における中心的存在でもあるため、地域経済の維持・発展、被災時の早期復旧といった観点からも、

リスクマネジメント体制を整備・強化することは中小企業の責務となっているとも言える。企業のリスクマ

ネジメント体制がますます重要視されている背景はここにある。 

1.2. 企業のリスク意識と与信リスクに対する意識 

表 1は、平成 27 年度に、内閣府が日本企業に対して実施した、事業継続と防災調査の取組に関する調査結

果である。事業を取り巻くリスクのうち、最も事業継続に影響のあるリスクとして、大企業・中小企業とも

に 100％近くが「地震、台風等の自然災害」を挙げている。「新型インフルエンザ等の感染症」はその次に高

く、「外部委託先のサーバー・データセンター等情報システムの停止」がそれに続いている。これらのリスク

に対しては、企業規模を問わず高い意識を持っていることが窺える。「取引先の倒産リスク」に着眼すると、

「取引先企業の倒産・事業中断」については大企業の 60％近くが当該リスクを想定しており、その割合は「失

火などの内的要因による火災・爆発」とほぼ等しい。 

表 2は、同じく平成 27 年に中小企業庁が委託により実施した調査結果である。中小企業が想定しているリ

スクは、「設備故障」「自然災害」「情報セキュリティ」の順序で高い。しかし、実際に顕在化したリスクは、

「設備の故障」「取引先（仕入先・販売先）の倒産」「自然災害（地震・津波、豪雨等）」の順であった。事業

継続に影響を及ぼすリスク全体の中でも、取引先の倒産リスクを想定している企業の割合が大企業・中小企

業ともに高い。さらに興味深いのは、当該リスクの「想定」と「顕在化」のかい離幅が少ないという点であ

る。これは、取引先の倒産が現実となる可能性が、他のリスクと比べて高いということの表れとも言える。 

 

表 1 想定リスクと顕在リスク3 

 

                              
3「平成 27 年度 企業の事業継続および防災の取組に関する事態調査」（内閣府防災担当）平成 28 年 3月,P11 より当社

加工 
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表 2 事業継続を困難にするリスク4 

 

1.3. リスクマネジメント体制の現状 

表 3 は、企業におけるリスクマネジメントの体制に関する調査結果である。内部統制の観点では、企業の

リスクマネジメントは、専門部署の設置あるいはリスク担当責任者（リスクマネージャー）の配置をし、経

営レベルで一元的にリスクを管理する体制構築が望ましい。しかし、日本企業において、一体的な専門部署

を設置したり専門担当者を配置するケースは、一部の大企業では存在するものの、まだそれほど多くない。

表 3 からは、企業規模が大きくなればなるほどリスク管理専門部署があるか、兼務という形などで何がしか

のリスク管理部署がある一方、規模が小さい企業になるほど「担当部署がない」という企業の割合が増加し

ていることがわかる。また、専門部署があるという企業は、従業員が 301 人以上の企業においても、多くて

15％程度であることがわかる。 

 

表 3 企業規模別のリスク管理に関する体制5 

 

では、与信リスクなどの個別のリスクについてはどうであろうか。リスクマネジメント体制の構築に当た

っては、与信リスクなど企業を取り巻く個別のリスクも、全社的で戦略的なリスクマネジメント体制で一元

                              
4 中小企業委託「中小企業のリスクマネジメントと信用力向上に関する調査報告書」（みずほ総合研究所㈱）平成27年3

月,P13より当社加工 
5 中小企業庁委託「中小企業のリスクマネジメントと信用力向上に関する調査報告書」(みずほ総合研究所㈱)平成 27 年

3月,P14 
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的に管理されることが望ましいと考えられている。しかし、実際の与信管理実務においては、営業部門が販

売などの取引拡大と債権管理の両方を担っていたり、債権が属人的に処理されていて関連部署との連携体制

が明確になっていないなどのケースも少なくない。また、人材の確保や管理コストなどの課題から、一元的

なリスクマネジメント体制が構築できない現実もある。 

2. 与信リスク 

まず、与信リスクの定義について触れる。 

2.1. 与信リスクとは 

物品販売やサービス提供などの商取引に際して、販売先などに信用を供与することを「与信」と言う6。

「1.2.」の表で見てきた「取引先（販売先など）の倒産」や「売掛金回収の困難性」などは、取引先の与信

リスクと言える。日本において、物品の販売やサービスの提供に伴う対価の支払いは、商慣習上掛けでされ

ることがほとんどである。物品などの販売者は、売掛金や受取手形といった手段で、サービス提供の相手先

に対して一定期間の猶予を与えた後に代金を決済する。例えば、商品の出荷後、月末締切、翌月支払といっ

た請求書を販売先などに発行した場合、出荷後から売掛債権の回収までは、販売者（債権者）は 60日間の信

用を取引先に供与（与信）していることになる。この与信期間中に、販売先などの経営悪化や倒産が発生し、

支払遅延や債権回収不能といった事態が発生した場合、販売者（債権者）は代金回収が予定通りにできず、

資金繰りや利益にマイナスの影響が生じてしまう。倒産先が大口債務者の場合、影響はさらに大きく、最悪

の場合は連鎖倒産にもなりかねない。このような与信リスクを回避あるいは最小化するために、企業でリス

クマネジメント体制を整備しておくことは極めて重要である。 

2.2. 与信リスクマネジメント 

2.2.1. 与信リスクマネジメントプロセスの全体像 

以下は、与信リスクのマネジメントプロセスを一般のリスクマネジメントの概念に準えて作成した図であ

る（図 1）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 与信リスクマネジメントプロセス（イメージ）7 

                              
6 与信は、融資、投資の分野の信用供与も含まれるが、本稿では、物品販売等にかかる信用供与を指すものとする。 
7 当社作成 
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以下、各プロセスについて概説する。 

2.2.2. 基盤整備 

販売先などの信用力の審査に加えて、取引相手として相応しくない先を見分けて適切な取引先を選別する

こと、不正取引や架空取引を検知し取引の健全性を維持することは、内部統制の観点からも企業に求められ

る重要な点である。リスクマネジメントと内部統制とは密接に連動しているため、与信リスクマネジメント

プロセスにおいても、社内で取引先の適正性の判断や信用力の審査が統一的にされるよう、ルールを取り決

めておくことが望ましい。通常、与信管理規程あるいは与信管理マニュアルなどの文書を整備することが推

奨される。社内体制や当該規定やマニュアルが未整備の場合は、簡易であっても、現在実施している方法を

記録することが必要である。 

与信管理規程などに記載する項目は個別企業の状況によって異なる。項目例としては、債権額などリスク

レベルに応じた責任者・決裁者、与信限度額の設定方法、申請手順、担保、緊急時対応方法などが考えられ

る。 

2.2.3. リスクアセスメント 

取引を開始する時は、まず販売先などを審査する必要がある。取引先などの財務諸表、信用情報などによ

る客観的な情報、および経営者属性などの取引先の内情に関わる定性情報などを基に審査し、取引先として

の適格性および信用力を総合的に判断する。販売先などの定量面を判断する情報としては、財務諸表や信用

情報のほか、不動産登記簿や外部審査機関の情報、あるいは営業部門などの持っている社内情報などもある。

海外進出先においては、国にもよるが、海外の財務データを入手することが困難なケースや、仮に入手でき

たとしても信用性が十分でないことも少なくないため、海外では、現地あるいは世界中にネットワークのあ

る調査会社などを活用することが多い。審査に当たっては、上記に加えて、取引先の仕入れ先や販売先の販

売先などを含めた取引の全体像を理解しておくことも重要である。当該審査プロセスを経て、それぞれの販

売先などの与信リスクについて高低でレベル分け（格付）し、格付けに応じてリスクを分類する。さらに、

取引先毎にリスクを分類した後は、自社で持つ債権全体の分布状況を確認し、債権がリスクに応じて適正に

分散されているかどうかを見ることもリスクアセスメントの重要なプロセスである。債権の分布状況の分析

結果によっては、取引先や取引条件などの是正について見極めていくことなどが必要となる。 

2.2.4. リスク対策 

一般的なリスクマネジメントのプロセスにおいて、リスクアセスメントの次にするのはリスク対策である。

リスク対策には①リスクコントロールと②リスクファイナンスの 2種類がある。リスクコントロールはリス

クの回避、軽減を目的とする対策を、リスクファイナンスは財務的手法を用いたリスク対策を指す。リスク

ファイナンスは、さらに、自己資金を損害に充当する「保有」と、保険をはじめとした金融サービスを活用

した第三者へのリスク「移転」の方法に分かれる。通常①と②は、いずれの一方または併用される。与信リ

スクマネジメントにおいても上記プロセスと同様に考えるとよい。 

初めて取引をする場合、まず、一取引先について「与信限度額の設定」をする。与信限度額とは、販売先

などの信用に応じて設定される一取引先当たりの最大の債権額、つまり最大の損失額のことである。通常、

一取引先に対する取引は、当該与信限度額を超えないようにされる。与信額の設定は、取引先のリスクの軽

減や回避につながる手段であることから、リスクコントロールの一手法と位置づけることができる。さらに、
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「取引条件の決定」もまた、リスクコントロールの一手法と整理できる。取引条件は、債権回収期間、担保

設定など、債権者である企業が債権を確実に回収するために、相手先と交渉して決定するものである。リス

クコントロールの手法としては、この他にも、商社などを通す間接的な取引を選択する方法もあり、特に海

外の取引時などに活用されている。 

リスクファイナンスで保有・移転いずれの方法を取るかあるいはどのように組合せるかといった判断は、

冒頭に実施したリスクアセスメント、すなわちここでは債権の格付けと債権分布の分析結果などに基づいて

されるべきである。なお、与信リスクマネジメントにおけるリスクファイナンスにおいて「移転」を選択す

る場合、代表的なツールとしては保険8がある。 

保険は、債権者（契約者=被保険者）が保険会社にリスクプレミアム（保険料）を支払い、保険事故(ここ

では、債務者の倒産など)が発生した場合に、保険会社から契約者に対して保険金が支払われる契約である。

保険料については、事故発生の有無に関わらず通年で支払う。そのため、企業のリスク対策を検討する際は、

年間の保険料にかかるコストと、保険を購入しなかった場合の想定損失額や保険事故が発生した後にかかる

コストなどと比較・考量し、保険を買うか・買わないか、あるいは保険以外のリスクファイナンスのツール

を選択するかといった判断をすることになるだろう。日本国内の与信リスクをカバーする保険の例としては、

国内保険会社が販売する「取引信用保険」などと称する商品がある。当該保険商品は、取引の相手方の倒産、

6 ヶ月以内に 2 回の不渡りが発生した場合あるいは一定期間の支払遅延など、予め約款で定められた一定の

事由(保険事故)が発生した場合に、保険会社により設定された各取引先の与信限度額を最大にして保険金が

支払われるという商品である。なお、保険契約は、すべての取引先を包括的にカバーすることが原則となっ

ている。 

取引信用保険の概念は、もともと欧州の貿易保険に端を発している。貿易保険は、欧州では 100 年以上の

歴史がある。欧米では Trade Credit あるいは、Export Credit Insurance などと称されることが多い。日本

は、現行の貿易保険制度の起源となる輸出信用保険法が 1950 年に制定されて以降、政府機関が貿易リスクの

引受をしていた9。しかし、1990 年代になって民間保険会社に日本国内の取引に関する国内取引信用保険の引

受が開放され、2005 年になって海外の取引を対象とした輸出取引信用保険などの取扱いも民間で引受け可能

となり、それ以降、取引信用保険は国内に浸透していった。このように、欧米型と日本型の保険制度の発展

経緯や商習慣などの背景が異なることから商品の基本的な設計や考え方には相違点がある。欧州型の保険を

一例とすると、契約当初に、保険会社が取引先の与信限度額を設定するのは日本型も同じであるが、期中で

販売先（債務者）の信用が悪化した場合には、契約期間中でも信用限度額の引下げをすることがある。この

機能は、事故の予防（リスクコントロール）と補償（リスクファイナンス）のアウトソース機能として活用

されている場合がある。一方、主に日本国内の大手保険会社が販売する商品は、どちらかと言えば補償機能

の要素が相対的に強く、期中の限度額の引下げはされないか、されるとしても頻度は少ないといったことが

多い10。 

なお、リスクファイナンスのツールには、保険以外に、保証や共済などといった金融関連商品もある。債

                              
8 ここでの説明は、国内取引にかかる信用保険に留める。 
9 現在は 2017 年年 4月に「株式会社日本貿易保険」に引き継がれている（http://www.nexi.go.jp/corporate/index.html,

アクセス日：2017 年 9 月 25 日）。 
10 一般的な説明であり保険会社によって保険商品の内容が異なるので、商品の詳細は各損害保険会社の約款を参照され

たい。海外取引(輸出取引信用保険)の場合は、カントリーリスクを支払対象とすることもできるが、カントリーリスクの

詳細についてはここでは省略する。 
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権者は、商品性の違いなどを理解した上で、自社のニーズにあった商品を検討することが肝要である。 

2.2.5. 期中管理 

前述のようなリスク対策を講じてもなお残るリスク、いわゆる残余リスクへの対策としては、期中管理が

大変重要となる。具体的には、債権の回収状況のモニタリング、取引先などに関わる情報、担保状況、販売

先などが属する業界の動向など、データや情報を定期的にチェックし、債権回収の確実性を継続的にモニタ

リングする。万が一期中に、取引先に関する変化に気づいたりネガティブな情報などが入った場合、取引先

の一次的な管理者である営業部門が速やかに対応することが肝要である。営業部門は、日頃から販売先など

に注意を払い、関連情報を収集し、審査部、経理部などといった関連部署と情報を共有しておくことが望ま

しい。営業部門は、このように、通常の商品等の販促と取引先からの代金回収までの一連の流れの中で、与

信管理の一次的な責務を担う意識を日頃から持つことが必要である。また、企業は、与信に関わる人材育成

や意識醸成を継続的にすることを、期中管理の一環として含んでおくべきであろう。与信リスクマネジメン

トにおけるそれぞれの対応部署と担当者の役割を明確にし、万が一取引先からの返済遅延や取引先の倒産が

発生した場合の連携体制の機動性をチェックすることも肝要である。 

企業がいかに経験と訓練に裏打ちされたとしても、リスクの発生を 100％防止することは困難である。自

然災害、リーマンショックのような急激かつ予期できない環境変化、海外の場合はカントリーリスクなど、

取引先の財務状況が悪化する要因は、昨今複雑化しており予想することが難しい。このような環境下で、与

信判断をした当初とその後の状況が異なることは避けられない。残余リスクに対しては、担当者の知識、情

報感度やリスク感性の向上等の人材教育に加えて、部署間の連携強化、定期的なモニタリングなどにより、

企業は、リスクの最小化に向けて努力することが極めて大切である。 

おわりに 

専門的な人材採用や育成が困難であり、コストがかかるといった理由などで、リスクマネジメント体制を

整備・強化できない企業が多い。こうした現実を鑑みると、本稿で述べてきた与信リスクマネジメント体制

の構築は理想の姿とも言えるかもしれない。しかし、日本企業を取り巻く環境は急激に変化しており、世界

を相手にした企業間競争が今後激しくなるであろうこと、さらにはグローバル環境の中でステークホルダー

から企業に対する企業価値の持続的な向上への要請が強まっていることもまた事実である。企業が晒されて

いるリスクの中で、与信リスクのような日々の企業活動と表裏一体で恒常的に内在するリスクは、どこかの

タイミングできちんと対策を講じておく必要がある。そうしなければ、将来に渡って常に同じリスクに晒さ

れ続けることになることは明らかであり、企業の持続的な成長の阻害要因となり得、企業価値の低下につな

がりかねない。このようなリスクをマネジメントする方法として、機能の一部をアウトソースすることを提

案したい。与信リスクの評価あるいは、与信に係る人材の育成といった一部の機能だけでも良い。アウトソ

ースには当然相応のコストがかかる。しかし、企業規模に関わらず、今後の企業の将来を見据えた中長期的

な視野に立ったリスクマネジメント体制の整備・構築は急務であり、与信管理実務をサポートする外部機能

の活用は充分検討に値するだろう。 
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